
Ｑ．先日、ある職員に休日出勤を命じたところ、「その日は予定があるので、年次有給休暇を取って休みたい」
と年休取得の申出がありました。このような場合、休日出勤を命じた日について、年次有給休暇の取得
を認めなければならないのでしょうか？
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「タスク・シフティングの活用法について」
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　前回のニュースレターでタスク・シフティングについて説明しましたが、具体的にはどの様に活用してい
けばよいのでしょうか。
　タスク・シフティングを進めるには、医師の業務の一部を看護師や事務員、その他の医療スタッフや補助
スタッフに移管していかなければなりません。そのために医師事務作業補助者体制加算や看護補助者の配置
に対する各種加算が診療報酬上の支援策や看護師に対する特定行為研修など、様々な支援策が打ち出されて
きました。しかし、医師から事務、医師から看護師というタスクシフトは進んでいますが、その他の医療
スタッフへの業務の移管は十分ではありません。
　その様な中、手術室や検査室で臨床工学技士を活用する、病棟においてケア業務の一部を介護職員に担当
して頂くなど、既に工夫をされている医療機関も増えています。また、事務員に医学的知識を持って頂き、
手術記録作成の効率化を行っている例もあり、医療機関によって様々な工夫をされています。
　厚生労働省においても、各職域団体を集めてタスク・シフティングに対するヒアリングを行っており、今
後更なる推進が予想されます。まずは、自院でどの様な業務移管を行っていったらよいのか、ワークショッ
プなどを行って議論し、タスク・シフティングが経営や労務管理にどの様な影響を及ぼすのかを検討される
とよいと考えます。本センターではタスク・シフティングの推進を支援致します。

Ａ．年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者に対して「有給」で付与される休暇のことです。そして休暇とは、
所定労働日の労働の義務を免除する日を指します。つまり年次有給休暇は、所定労働日にしか取得する
ことができないことになります。

　　休日出勤を命じた日はもともと休日であり、所定労働日ではありません。したがって、年次有給休暇を
取得する余地はなく、休日出勤を命じた日に年次有給休暇の取得を認める必要はありません。

　　休日出勤を命じたことにより、「所定労働日」となるように考えられそうですが、所定労働日とは、労
働契約により所定労働日（＝休日以外の日）とされている日のことであり、休日出勤を命じた日は、業
務命令により労働の義務が発生したということであって、休日が所定労働日に変わるわけではありません。

　　休日出勤を命じた日については年次有給休暇の取得ができないこと、休日出勤が必要な理由を改めて説
明し、できる限り出勤の協力を求める必要があるかと思います。その上で、どうしてもその日は出勤で
きないということであれば、最終的には休日出勤命令自体を取消すことになると考えます。
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ご不明な点がございましたら、医療勤務環境改善支援センターまでお問い合わせ下さい。




